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株式会社ジェイ・エヌ・エスに対する行政

処分について 

 

１．株式会社ジェイ・エヌ・エス（以下「当社」という。）に対する検査の結果、以下の

法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧

告が行われた。 

 

 金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情

状が特に重いと認められる状況等 

 

当社代表取締役社長（以下「社長」という。）は、その業務に関し、顧客の課税

免脱に加担する中で、以下の⑵記載のとおり多数の法令違反行為を発生させている。 

 

⑴ 顧客の課税免脱に加担する行為等 

当社社長は、平成13年2月頃、外国為替証拠金取引により大きな収益を上げて

いる顧客がいたことから、当該顧客の税金対策、さらには顧客との取引拡大や当

社の手数料収入の向上につなげる目的で、平成13年2月28日から同18年8月22日ま

での間において、顧客が売買損を発生させたような取引を装い、当該顧客の口座

から海外居住者口座等に委託証拠金等を資金移転のうえ、移転先口座で外国為替

証拠金取引を行う取引一任勘定取引契約の締結を行った。 

当社役員（以下「一任運用担当役員」という。）は、当該取引一任勘定取引契

約に基づく資金運用を担当していたところ、外国為替相場を読み違えて運用に失

敗し、全建玉を決済した平成18年5月9日までに、資金移転した委託証拠金等の全

額を消失させ、さらには、当社の計算に帰属する損失を発生させた。一任運用担

当役員は、これらの損失が社長に発覚することをおそれ、架空売買により、（取

引一任勘定取引契約を締結した顧客とは別の）当社顧客（以下「一般顧客」とい

う。）の口座にその損失を付け替え、当社損失の隠蔽を図った。 

社長は、平成18年7月頃までに、当社損失が一般顧客口座に付け替えられてい

る事実を認識したにもかかわらず、何ら是正措置を図ることなく放置したばかり

か、当社経理を担当する役員に対して、さらに架空売買による委託証拠金等の資

金移転を指示し、平成20年1月7日現在、一般顧客口座には当社の計算に帰属する

損失合計308,000千円が存在する状況となっている。 

 

⑵ 認められた法令違反行為 

① 不正の手段により金融先物取引業者の登録を受けた行為 

② 取引一任勘定取引の契約を締結する行為 



③ 委託証拠金等を不正の手段により取得する行為 

④ 外国為替証拠金取引について生じた顧客の損失の全部を補てんするため当

該顧客に対し財産上の利益を提供する行為 

⑤ 虚偽の自己資本規制比率を届け出る行為及び虚偽の数値を記載した事業報

告書を提出する行為 

⑥ 業務に関する帳簿書類に不実の内容を記載する行為 

⑦ 顧客から預託を受けた保証金等（委託証拠金等）を自己の固有財産と区分し

て管理していない状況 

⑧ 自己資本規制比率が120パーセントを下回る状況 

 

前述⑴記載のような当社の業務の状況は、前述⑵記載の各法令違反行為を踏まえ

れば、金融商品取引法（以下「金商法」という。）第52条第1項第9号に規定する「金

融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が

特に重いとき」に該当するものと認められる。 

 

また、社長は、前述⑴記載の顧客の課税免脱に加担する行為等の主謀者であり、

同人の行為は、前述⑵記載の各法令違反行為を踏まえれば、金商法第64条の5第1

項第2号に規定する「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」に該当するもの

と認められる。 

 

前述⑵記載の各行為は、以下のとおり法令違反に該当するものと認められる。 

 

①の行為は、当社が金融先物取引法（以下「金先法」という。）第87条第１項第

2号の虚偽の登録申請書の提出という不正の手段により登録を受けたと認められる。 

②の行為は、金先法第76条第3号に該当すると認められる。 

③の行為は、金先法第76条第8号に該当すると認められる。 

④の行為は、金先法第76条第9号に基づく同法施行規則第25条第3号に該当すると

認められる。 

⑤の行為は、金商法第46条の6第１項（平成19年9月30日以降の行為について。平

成19年9月29日以前の行為については、「証券取引法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年6月14日法律第66号）」による

廃止前の金先法第82条第1項）及び金先法第79条第１項にそれぞれ違反すると認め

られる。 

⑥の行為は、金先法第78条に基づく同法施行規則第26条第1項第1号、同第2号及

び同第4号、並びに、金商法第46条の2に基づく金融商品取引業者等に関する内閣府

令第157条第１項第9号（平成19年9月30日以降の行為について。平成19年9月29日以

前の行為については、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律（平成18年6月14日法律第66号）」による廃止前の金先法第7

8条に基づく同法施行規則第26条第１項第３号）にそれぞれ違反すると認められる。 

⑦の状況は、金商法第43条の3第1項に違反すると認められる。 



⑧の状況は、金商法第46条の6第2項に違反すると認められる。 

 

２． 以上のことから、下記１については金商法第 52 条第 1項第 5号、6号及び 9号、

下記 2 については社長の行為が同法第 52 条第 1 項第 9 号に規定する金融商品取引

業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いと

きに該当すると認められることから、同条第 2 項、下記 3 については同法第 51 条

の規定に基づき下記のとおり命ずる。 

 

なお、この処分について不服があるときには、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して 60 日以内に金融庁長官に対して行政不服審査法（昭和 37 年法律第

160 号）に基づく審査請求をすることができる。 

また、この処分について訴訟により取消しを求めるときには、この処分があったこ

とを知った日から6ヶ月以内に国を被告として行政事件訴訟法（昭和37年法律第139

号）に基づく処分の取消しの訴えを提起することができる。 

 

記 

 

１．登録取消命令 

  東海財務局長（金商）第 26 号（平成 19 年 9 月 30 日）の登録を取消す。 

 

２．役員解任命令 

   代表取締役の解任を命ずる。 

 

３．業務改善命令 

 ① 顧客取引を速やかに結了し、かつ、顧客から預託を受けた保証金等を遅滞なく返 

還するとともに、会社財産を不当に費消する行為を行なわないこと。 

 

 ② 顧客の間における公正に配慮しつつ、顧客の保護に万全の措置を講じること。 

 

 ③ 上記の登録取消命令について、店頭及びホームページに掲示する等、顧客への周 

知を徹底するとともに、顧客への適切な対応に配慮すること。 

 

  上記命令の実施状況を、全ての顧客への保証金等の返還が完了するまで、随時報告

すること。 

 

 

連絡・問い合わせ先 

東海財務局 理財部 金融監督第 3課 

０５２－９５１－２４９８（直通） 




